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令和６年度 第３回 横浜市環境影響評価審査会 会議録 

日  時 令和６年６月11日（火）13時30分 ～ 16時12分 

開催場所 横浜市役所18階 みなと１・２・３会議室 

出席委員 
奥委員（会長）、菊本委員（副会長）、酒井委員、田中修三委員、 

田中伸治委員、中西委員、藤井委員、宮澤委員、横田委員 

欠席委員 石川委員、稲垣委員、上野委員、片谷委員、田中稲子委員、藤倉委員 

開催形態 公開（傍聴者７人） 

議  題 
１ ２０２７年国際園芸博覧会 環境影響評価準備書について 

２ 横浜市環境影響評価技術指針の改定について 

決定事項 令和６年度第２回横浜市環境影響評価審査会会議録を確定する。 

 議事 

１ 令和６年度第２回横浜市環境影響評価審査会会議録を確定した。 

 

２ 議題 

（１）２０２７年国際園芸博覧会 環境影響評価準備書について 

ア 答申（案）について事務局が説明した。 

イ 質疑 

【奥 会 長 】 ありがとうございます。ただいま説明をいただいた答申（案）につき

まして、委員の皆様から御質問や御意見をお願いしたいと思います。挙

手をしていただければ指名させていただきます。いかがでしょうか。 

藤井委員、お願いいたします。 

【藤井委員】 よろしくお願いします。答申（案）をここまで仕上げていただきあり

がとうございます。 

３ページのところでいくつかあります。まず事業計画の（1）で「カー

ボンニュートラルや生物多様性の保全、資源循環について積極的な姿勢

で取り組むこと」とあるのですけれども、生物多様性の保全でいいのか

どうかをお伺いしたいところです。国際的な園芸博覧会ということで、

多様性がかなり損なわれた状態で保全に取り組むというのも少し何かイ

メージに合わない気がしていて、生物多様性の向上に積極的な姿勢で取

り組むというような話の方が良いかなと思いました。 

あと、事業計画の（3）で最初の１文が少し分かりにくいです。「対象

事業実施区域内は」から始まるところですけれども、「土地区画整理事業

が保全対象種の生息・生育環境を整備するとともに」とありまして、そ

の後に「開催後に会場区域は公園として利用される」とあるのですけれ

ども、「開催後に会場区域は公園として利用される」の主語は、対象実施

区域内となるのですかね。読んでいくと、その前文に「生息・生育環境

を整備するとともに」とあるので、「公園として利用される」というのは

土地区画整理事業が主語になるのかどうかで、もし土地区画整理事業が

主語になるのであれば、例えば「土地区画整理事業が」ではなく、「土地

区画整理事業によって整備され、開催後には公園として利用される」と

合わせなければいけないと思いました。 

続いて「関連事業である土地区画整理事業や公園整備事業と連携し

て」とあるのですけれども、今までここで議論をしてきた中で感じてい

たのが「連携して」というより「連携した」ということなのかと思いま
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した。「土地区画整理事業や公園整備事業と連携して」と「連携した」で

は若干意味合いが違うと思うのです。委員の皆さんの御意見を聞いてい

た中では、単発でそれぞれがやるのではなくて、各事業が協力、連携し

てやる必要があるとしていたので、連携した計画を具体化することかと

思いました。かなり細かい話ですけれども、若干ニュアンスが違うと思

ったのでお聞きした次第です。 

あと、「具体化するともに」とあるのですけれども、その他の部分を見

ると「具体化して評価書に記載すること」というところまで書いている

ものもあるのですけれども、ここは評価書に記載することまでは求めな

くてもいいかという点も確認させていただければと思います。 

少し長くなりましたが、以上です。ありがとうございます。 

【奥 会 長 】 それでは、事業計画の（1）については１点ですね。生物多様性の保全

というよりは、生物多様性の向上ではないかという御指摘でした。まず

そこからしましょうか。御発言の趣旨としては、土地区画整理事業によ

って現況の生物多様性は失われてしまう、改変されるということがある

ので、新たに創出された生物多様性若しくは今後の生物多様性の向上に

取り組んでもらいたい旨を記載した方が良いのではないかということで

すね。 

この点につきましてはいかがでしょうか、他の委員の方。「保全・向

上」と入れるかでしょうか。藤井委員、「保全・向上」でいかがですか。 

【藤井委員】 はい、それでも良いと思います。かなり損なわれた状態のものを保全

というだけでは誤解を生むのかと思ったので、生物多様性が一度低下し

たものを向上するということを加えてほしいと思いました。 

【奥 会 長 】 失われるというだけではなく、残っている部分については保全もしつ

つ向上させるということだと思います。「保全・向上」とさせていただく

ということでいかがでしょうか。他の委員の方もよろしいですか。 

藤井委員、そのようにさせていただくことにしたいと思います。よろ

しいでしょうか。 

【藤井委員】 はい、ありがとうございます。 

【奥 会 長 】 ここの部分については、そのように修正を加えてください。 

次に、事業計画の（3）ですけれども、まず２行目の「開催後に」が何

の開催後かというところは、博覧会の開催後ですよね。事務局の方で、

ここは改めて説明いただければと思います。 

【事 務 局 】 開催後というのは、博覧会の開催後となります。「会場区域は公園とし

て利用される」というのは、この後に公園整備事業で整備され、公園と

して利用されるといったことを表してございます。藤井委員から御質問

をいただきました「土地区画整理事業が保全対象種の生息・生育環境を

整備する」というのは、博覧会の会場区域であり、また将来公園として

利用される部分に、保全対象種の生息・生育環境が整備されるというこ

とを表してございます。 

【藤井委員】 ありがとうございます。文章が何となくいろいろな意味で取られそう

な気がして、もう少し整理できないかと思ったのですけれども、他の委

員の方が問題ないということであればこのままでも良いかと思います。

いかがでしょうか。 

【奥 会 長 】 御指摘をいただいて改めて読んでみると、もう少し整理の余地はある
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かなという気はします。「対象事業実施区域内では」若しくは「対象事業

実施区域内においては」でしょうか。この対象事業実施区域内で何が行

われるのかということを説明しようとしているので、土地区画整理事業

で保全対象種の生息・生育環境を改めて整備するとともに、その後には

博覧会が開催され、さらに公園としても利用されていくと言いたいわけ

ですよね。対象事業実施区域内で何が行われるのかを時系列で表そうと

しているので、そこが明確になるような文章にしていただいた方がいい

ですね。 

この（3）についての１点目ですね。事務局が発言されようとしていた

と思います。お願いします。 

【事 務 局 】 奥会長から時系列を明確にしてという御意見を頂戴しまして、例えば

なのですけれども、「対象事業実施区域内においては、土地区画整理事業

が保全対象種の生息・生育環境を整備するとともに、博覧会が開催さ

れ、その後に会場区域は公園として利用される」といった形はいかがで

しょうか。 

【奥 会 長 】 どうでしょうか。藤井委員、どうぞ。 

【藤井委員】 ありがとうございます。趣旨としては、奥会長と事務局の方からの説

明で時系列に沿った説明をしているということで理解はできたのですけ

れども、今の案はもう少し文章を整理した方が良いかとは思います。 

今、ここで決定した方がよろしかったのでしょうか。それとも、事務

局がまた案を持ってきてという時間があるのか。ここで修正案を決めた

方が良いということでしょうか。 

【奥 会 長 】 基本的には本日、答申としては確定するという前提で御確認をいただ

いております。まとまりきらない場合は、私に一任ということで、最後

はそうさせていただくかもしれませんが、改めてこの審査会の場で審議

という時間、そういう機会を設けた方が良いという御意見ですか。 

【藤井委員】 いいえ。そういう時間があるかどうか確認したかったので、奥会長と

事務局の方でこの文章を精査していただけるということであれば、趣旨

は伝わっていると思いますので、それでお願いできればと思います。 

【奥 会 長 】 分かりました。時間的な制約があるかどうか、そこは事務局いかがで

しょうか。確認させてください。 

【事 務 局 】 そうしましたら、事務局の方でただいま藤井委員から御意見いただき

ました趣旨を踏まえて修正案を作成し、奥会長に御確認いただいたうえ

で確定という形を取らせていただけますでしょうか。 

【藤井委員】 それで大丈夫です。お願いいたします。 

【奥 会 長 】 藤井委員には御了承をいただきましたけれども、他の委員の方も御意

見はありますか。宮澤委員、どうぞ。 

【宮澤委員】 今更かもしれないのですけれども、ここの部分で「土地区画整理事業

が保全対象種の生息・生育環境を整備する」とありますが、積極的な整

備というのは何かありましたか。私としては、基本的にこの部分にはあ

まり手を掛けないで、それ以外のところはやはり改変するのだけれど

も、この部分は整備という積極的なもの、ここで謳うものがあったのか

が疑問です。見当違いだったら許してほしいのですけれども、教えてく

れますか。何を意味しているのですかね。 

【奥 会 長 】 土地区画整理事業の話に戻ってしまいますけれども、こちらが前提に
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なっています。 

【宮澤委員】 すごく文章は綺麗なのだけれども、本当にするのかなと疑問でして。 

【奥 会 長 】 事務局、お願いいたします。 

【事 務 局 】 土地区画整理事業の方で、相沢川周辺の谷戸地域に水辺空間の保全対

象種の生息・生育環境を整備する予定となってございます。また、和泉

川源流域につきましても、土地区画整理事業の方で保全対象種の生息環

境を整備する予定となってございます。 

【宮澤委員】 分かりました。相沢川の方が今回入るのですね。私が勘違いしていま

した。それでしたら今の質問は了解しましたので、結構でございます。 

【奥 会 長 】 はい。ありがとうございます。では続けて、藤井委員から御指摘があ

った事業計画の（3）の２つ目の点で、２行目の後半に「関連事業である

土地区画整理事業や公園整備事業と連携して」というところですけれど

も、「連携して計画の具体化を図る」ということを、ここでは求めようと

いうことなのですが、「連携した」ではないかというのは、それぞれの事

業の計画間の連携を求めるべきではないかという御意見ですか。 

【藤井委員】 意味的にはおそらくこれで問題はないと思うのですけれども、私が今

まで感じていたのは、それぞれの事業、３つの事業が「連携した計画を

立てる」ということに重点を置いたのかなと思っていて、「連携して計画

を立てる」では少しニュアンスが違うのかなと感じたので、質問させて

いただきました。 

【奥 会 長 】 「連携した計画」というと、計画間の連携が求められるということで

すよね。ここで言っているのは、維持管理計画の具体化をする際に、３

つの事業で連携して具体化してくださいということを言っているので、

計画間の連携というよりは、維持管理計画を具体的にどうしていくのか

というその中身を決めるにあたっては、３事業でしっかりと連携して、

繋がりを持って具体化してくださいと言おうとしていると理解していま

した。 

【事 務 局 】 そのとおりです。そういう趣旨です。 

【藤井委員】 分かりました。ありがとうございます。その点について、了解いたし

ました。 

【奥 会 長 】 他の委員の方、今の点はいかがですか。大丈夫でしょうか。 

あと、具体化というところで御指摘がありましたね。 

【藤井委員】 「具体化する」ということで書いてあるのですけれども、答申（案）

の他の部分を見ると「評価書に記載すること」と書いているところもあ

るので、そこまでなくてもいいのかどうかの確認をさせていただきまし

た。 

【奥 会 長 】 こちらは、維持管理計画を具体化していく際に連携してくださいと言

っているので、評価書に記載を求める内容についての意見ではないとい

うことですね。 

【藤井委員】 はい。その点も含めて了解いたしました。ありがとうございます。 

【奥 会 長 】 ありがとうございます。それでは菊本副会長、お待たせいたしまし

た。 

【菊本副会長】 私からお伺いしたいことは３ページ目の事業計画の（2）です。輸送計

画についてのところで、いろいろ御指摘いただいて、これは過不足なく

御指摘いただいていると思うのですけれども、１点だけパークアンドラ
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イド駐車場における予約制の導入について検討することとなっているの

ですけれども、これは事業者自身がパークアンドライド駐車場についで

は全数予約制を導入すると宣言しているので、それを着実に履行しても

らうことが重要であって、検討するということはもう既に終えていて、

全数で導入すると宣言されているのだと思います。それをここで殊更に

していただきたい理由は、全数予約制にするとその予約した車だけがそ

の当該地域に来ることになりますけれども、全数予約制にしないと駐車

できるのではないかと来る車などで混雑する可能性が大いに予想される

ので、事業者自身が宣言されているパークアンドライド駐車場の予約は

全数、全車両に対して適用することを確実に履行することという表現

に、ここの部分だけを改めていただければと思います。私からの意見は

以上です。 

【奥 会 長 】 ありがとうございます。どういうふうに修文しましょうか。 

【菊本副会長】 文章としてはどうしましょうか。 

【奥 会 長 】 「円滑な来場者の輸送を実現するための運営について検討し、確実に

履行すること」のように最後をするか。菊本副会長は、パークアンドラ

イド駐車場の予約制については、全数予約を宣言しているので、ここは

確実にやってくださいということで、ここだけを抜き出して言った方が

良いのではないかということですか。 

【菊本副会長】 宣言をされたので、それを反故にされるのはよろしくないと思うの

で、その宣言したことは確実に行うことを明示した方がいいと感じまし

た。この辺りは名指しで申し訳ないですが、田中伸治委員など、専門の

委員に指摘した方が良いのかをお伺いできればとは思います。私自身は

事業者が宣言したのでそういうふうに感じました。 

【奥 会 長 】 今の点について御意見はございますか、田中伸治委員。 

【田中伸治委員】 そうですね、準備書の段階で駐車場については予約制にするというこ

とは記載があったと思いますので、それは分かるようにした方が誤解は

ないとは思いますけれども、この文書の中でどのようにそれを表現する

かというと、私もお聞きしながら考えていたところで、まだ具体的な案

はできていません。 

【奥 会 長 】 ありがとうございます。審査会の場で事業者がやると発言したことは

しっかりやっていただくということは、これはもう当たり前といいます

か、大前提で、事業者が明言した点はパークアンドライド駐車場に限っ

た話ではなく、他にもこれをやりますというようなことを事業者が審査

会の場で発言したことがあったと思います。それを全てしっかりと評価

書にも記載し、履行してくださいというのは、後ろの方にありましたよ

ね。 

【事 務 局 】 事務局でございます。環境影響評価項目の（1）ア（ｲ）で、４ページ

目の上から３行目になりますが、「事業者の見解は重要な情報であること

から、審査会で補足説明し、質疑において回答した内容については可能

な限り評価書に記載すること」という形で、回答した内容を評価書に可

能な限り記載するように求めてございます。 

【奥 会 長 】 ここに、例えば「審査会の場において実施すると回答した事項につい

ては確実な履行を図ること」などを加えるかですね。 

【菊本副会長】 そういう文章を加えていただけるとありがたいと思いました。という
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のは、事業計画の（2）のところは「検討すること」となっているので、

極論で言えば検討すればそれで良いという表現にも取られかねないの

で、「きちんと履行すること」ということを明示した方が良いと思いまし

た。 

【奥 会 長 】 事業計画の（2）のところで、そのように記載しますか。「検討し、確

実に履行すること」と。 

【菊本副会長】 そうですね、「検討すること」としてしまうと少し弱いと思うので、殊

更に全数予約を明示する必要はないと思いますけれども、宣言したこと

は履行することを別のところで書いておられるのであれば、ここは「検

討し、確実に履行すること」とかそういう表現にしていただければ、よ

り強まって良いと思いました。 

【奥 会 長 】 分かりました。それでは、今のような修文はいかがですか。事業計画

の（2）の最後は「運営について検討し、確実に履行すること」はどうで

しょうか。 

事務局、いかがですか。 

【事 務 局 】 そうしましたら、事業計画の（2）の最後のところを「運営について検

討し、確実に履行すること」と修正させていただければと思います。い

かがでしょうか。 

【菊本副会長】 それで良いと思いました。他の委員の方に御意見いただければと思い

ます。ありがとうございます。 

【奥 会 長 】 他の委員の方もよろしいでしょうか。それでは、そのようにさせてい

ただきます。 

他の点はいかがでしょうか。横田委員、お願いします。 

【横田委員】 まとめていただきありがとうございます。いくつか分からない点があ

るので、教えていただきたいです。環境影響評価項目の（1）ア（ｱ）の

サステナビリティ戦略に関する記載なのですけれども、こちらは事業計

画（1）と、どのように趣旨が違うのかという点が分からなかったので、

教えていただけますか。両方ともサステナビリティに関する記載に見え

ました。規則等と書くことによって、何か特に申し添えたいことがある

のでしょうか。 

【事 務 局 】 事業計画（1）につきましては、サステナブルな博覧会とすることとし

て、その取組の姿勢や全般的なところを表す意味で、事業計画として記

載しました。環境影響評価項目の（1）ア（ｱ）につきましては、事業者

の方から審査会の中で具体的にこういった内容を環境保全措置として実

施しますという説明もされまして、評価書にも記載するという説明も多

数ございましたので、そういったところで具体的に取組内容を環境の保

全のための措置として評価書に記載するところを明確にするために、こ

ちらの方に記載をいたしました。 

【横田委員】 審査会の資料の中に書かれている項目をきちんと書きなさいという趣

旨ですね。 

【事 務 局 】 そのとおりです。 

【横田委員】 その下にあります環境影響評価項目の（1）ア（ｲ）で、「事業者の見解

は重要な情報であることから、評価書に記載すること」とあるのですけ

れども、ここであえて書く必要性があることかなと思いました。なぜこ

こに位置付けていらっしゃるのでしょうか。 
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【事 務 局 】 審査会の中で、片谷委員から具体的に回答した内容については可能な

限り評価書に記載することといったような、当たり前の内容でもあるの

ですが、御指摘、御意見をいただきましたので、それを明確にするとい

う意味でこちらに記載したところでございます。 

【横田委員】 何かここに書ききれないけれども、きちんと示した見解を記載してく

ださいということが、サステナビリティ戦略に関することであれば、環

境影響評価項目の（1）ア（ｱ）と（ｲ）で一体的に書かれていると分かり

やすいと思ったのですが、必ずしもそうではないということですかね。 

【事 務 局 】 環境影響評価項目の（1）ア（ｲ）に関しては、補足資料に書かれてな

いことを（事業者が）口頭で説明しているケースが多くて、それに対し

て片谷委員から発言に関してきちんと評価書に落とし込んでくださいと

いう御意見をいただいたので、入れたものになります。 

【横田委員】 そのような趣旨が、一見すると分からなかったものですから、今回の

議論でこのように理解が共有されればよろしいかと思います。 

あと、環境影響評価項目の（1）イ（ｱ）で、動物の予測地域の追加で

すとか、植物の予測地域の追加についての記載があるのですけれども、

「大径木が存在する「樹林が点在する広大な草地域」を植物の予測地域

に加えること」と書いてあるのですけれども、これは現状入っているの

ではないですか。調査地域に入っているように思ったのですけれども、

私の認識が違いますでしょうか。 

【奥 会 長 】 いかがでしょうか。 

【横田委員】 準備書（6.3-22 ページ）の大径木確認位置図のところで「樹林が点在

する広大な草地域」は入っています。 

【事 務 局 】 準備書の 6.3-37 ページ、こちらで表 6.3-12 に予測地域の一覧を示し

てございまして、この中で「樹林が点在する広大な草地域」は準備書で

は予測地域として入っていません。これが事業者の補足説明の中で、予

測地域として加えるという説明がされたところでございます。補足資料

８の「動植物の予測地域について」の中で、「樹林が点在する広大な草地

域」を植物の予測地域に加えるという説明があったところでございま

す。 

【横田委員】 なるほど。分かりました。整合がとれていれば良いと思います。デー

タはあるけれども予測地域に入っていなかったら、予測地域に入れなさ

いということですね。承知しました。 

環境影響評価項目の（1）イ（ｲ）ですけれども、「動物と植物を選定

し、開催前、開催中、開催後に事後調査を適切に実施すること」という

ことで、事後調査を位置付けていただいてありがとうございます。こち

らは動物と植物だけにする理由が何かあるのか、生態系は入れなくてよ

ろしいのかなと思ったのですけれども、何か根拠があって動物、植物と

記載されているのかどうか。あと、開催後という言葉と撤去中という言

葉が両方あって、開催後は撤去中なのかが分からなかったので教えてい

ただきたいと思いました。 

【事 務 局 】 「動物と植物を選定し」というところでございますが、事業者の補足

資料 40 の「相沢川及び和泉川周辺に創出される保全対象種の生息・生育

環境の調査と維持管理について」の説明の中で、（開催中は）表 40-2 で

動物、表 40-3 で植物について、調査を実施するという説明があったこと
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からこのようにしてございます。工事中、撤去中については、表 40-1 の

中で環境の保全のための措置で、動物、植物について説明があったとこ

ろでございます。 

【横田委員】 生態系は、その時に記載されていなかったということですか。 

【事 務 局 】 そのとおりです。 

【横田委員】 議論が思い出せないので申し訳ないですけれども、例えば外来種の既

存の生態系に対する影響のような話は、植物というよりはどちらかとい

うと生態系のところに書かれていたような印象があります。博覧会にお

いてはそういったもののモニタリングも含めるとすると、ここは生態系

も含んでおいた方が良いのではないかと思ったのですけれども、それは

議論していなかったですか。私は（事後調査の）項目選定は、特段植

物、動物だけという印象ではなく、生態系も含んでいた印象だったので

すけれども。 

【事 務 局 】 事業者の説明の中では、相沢川周辺の谷戸地域ですとか、和泉川の源

流域に移設・移植された種に対して保全の措置を講じていきますという

説明があったところでございます。 

【横田委員】 保全対象種に関する議論の中であったということですね。分かりまし

た。 

撤去中と開催後というのは同じなのですか。 

【事 務 局 】 撤去中のタイミングで、開催後に調査を実施するといったところでご

ざいます。 

【横田委員】 言葉は揃えなくてよろしいのでしょうか。撤去中にはなっていないで

す。 

【奥 会 長 】 開催後が含まれることを明確にした方がいいのではないかということ

ですか。 

【横田委員】 事後調査項目の選定の有無の表（準備書 8-4ページの表 8.2-3）が撤去

中になっているので、撤去中に揃えた方がよろしいのかなと思いまし

た。 

【奥 会 長 】 開催後というと、必ずしも撤去中だけではなくて撤去した後も含まれ

ます。準備書は工事中、開催中、撤去中となっていますね。横田委員

は、準備書に合わせても問題ないと思いますか。 

【横田委員】 項目選定に関することであれば、準備書に合わせた方がよろしいので

はないかと思った次第です。（準備書 8-4 ページの表 8.2-3 の）事後調査

項目の動物、植物、生態系で（選定の有無に）×、×、×と付いている

ところを〇、〇として、生態系は対象にしない場合は×となるというこ

とで理解しました。 

【奥 会 長 】 事務局は、開催後と表現した意図が特段ありますか。 

【事 務 局 】 事業者の補足説明の中で、博覧会の開催前、開催中、開催後について

事後調査を実施するという説明がございましたので、この表現にさせて

いただきました。開催の影響を見るということで、開催後の撤去工事が

始まる前のタイミングで調査することもあると考えます。 

【横田委員】 その場合に、撤去中が含まれるかというところが心配になったので質

問したのですが、開催後に撤去中が含まれるという理解で合意されてい

ればよろしいのかと思います。 

【奥 会 長 】 「開催中（撤去中を含む）」と書くということもあるかもしれません。 
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【横田委員】 文言の統一なので御検討ください。考え方としては両方入っていると

いうことで、撤去中も入っているということで理解しました。 

あとコメントですけれども、今回、サステナビリティ戦略等というの

が重要な観点かと思います。環境影響評価項目の（1）ア（ｱ）に書かれ

ている「サステナビリティ戦略等における環境保全措置を記載する」と

いうことですよね。戦略等で求めているのは、おそらく実施した成果も

含まれるのではないかなと思います。今回、事後調査の項目が、前回意

見させていただきましたけれども、非常に限定的ですよね。これでサス

テナビリティ戦略等の実際の成果をレポートできるようなものになるか

というと、少し疑問が残るように思っています。それはサステナビリテ

ィ戦略等の中で、事業での環境配慮として行われることだと思うのです

が、（事後調査の）項目選定がこれだけ×だと、きちんと定量的に報告さ

れるのかどうか、温室効果ガスとか資源循環の観点が心配に思いまし

た。それで先ほど環境影響評価項目の（1）ア（ｱ）の指摘を行ったので

すけれども、実際に取組内容を決めるのであれば、それをきちんと書い

ていただくようにお願いしたいです。環境影響評価項目の（1）ア（ｱ）

のところは是非お願いしたいと思いました。長くなりました。以上で

す。 

【奥 会 長 】 ありがとうございます。この点はいかがでしょうか。 

【事 務 局 】 事業者の補足説明の中では、サステナビリティレポートについて作成

をして、それを公表していくという説明があったことからこのような表

現にさせていただいたところでございます。 

【奥 会 長 】 横田委員の御意見は、事業者の方にも伝えていただければと思いま

す。よろしくお願いいたします。 

【事 務 局 】 承知しました。 

【奥 会 長 】 ありがとうございました。答申（案）についてはいかがですか。よろ

しいでしょうか。 

それでは、いくつか御指摘いただきまして、若干修正が入るというこ

とになります。事業計画の（1）は「生物多様性の保全・向上」と修正い

ただくところですね。 

それから事業計画の（3）の最初の文章は時系列で分かるように修文を

しまして、後で趣旨が伝わるように確認をするということで御一任いた

だければと思います。 

それ以外の点は趣旨がクリアになったかと思いますので、事業計画の

（3）は大丈夫ですか。 

あとは、環境影響評価項目の（1）イ（ｲ）で先ほど議論のあった開催

前、開催中、開催後のところです。最後の文章の開催後の中に撤去中が

含まれるということであれば、それが分かるようにということなので、

準備書の記載に合わせるか、補足資料の方の記載に合わせるか、いずれ

にしても整合が取れる形で撤去中が含まれるということを明確にしてい

くということで、ここも文章を直そうと思います。直し方につきまして

は御一任ください。 

それで大丈夫でしょうか。漏れているところはありませんか。 

【事 務 局 】 事業計画の（2）の「検討すること」を「検討し、確実に履行するこ

と」とすることで、菊本副会長から御意見がございました。 
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【奥 会 長 】 重要なところですね。事業計画の（2）を「運営について検討し、確実

に履行すること」に修正をさせていただきます。 

ありがとうございます。それで大丈夫ですか。網羅されていますか。 

【事 務 局 】 はい、大丈夫だと思います。 

【奥 会 長 】 それでは、今確認させていただきましたとおり、修正後の内容確認は

審査会を代表して、会長の私に御一任いただくということでお願いいた

します。そして後日、答申として確定をさせていただきたいと思いま

す。よろしいでしょうか。その旨を御了承いただけますでしょうか。 

ありがとうございます。では、本件に関する審議はこれで終了とさせ

ていただきます。次の審議に入る前に事務局の担当者が変わるというこ

とですので、少しお待ちください。 

  

（２）横浜市環境影響評価技術指針の改定について 

ア 技術指針別記改定案（素案）の「温室効果ガス」、「生物・生態系」、「緑地」、 

「水循環」、「廃棄物・建設発生土」について、事務局が説明した。 

イ 質疑 

【奥 会 長 】 それでは、今、説明がありました別記の５項目につきまして御意見や

御質問をいただきたいと思いますが、どうしましょうか。時間も 30 分程

度ですけれども。どこからでもよろしいかと思いますので、お気づきの

点、出していただければと思います。どうですか。 

どうぞ、酒井委員。 

【酒井委員】 個別でも事務局とのやり取りの中で、コメントを言って、それに対し

ても御返答もいただいたのですけれども、（緑地の）エコロジカルネット

ワークの取扱いが難しいような気がしています。 

私も生態学でも割と地理的なその分布とかも扱うこともあったりする

ので、趣旨も分かるし、言わんとすることも分かって、重要さも分かる

のですけれども、地理的なことを研究対象とすることもあるので、これ

は分野的には景観生態学で、景観生態学そのものをやっているわけでは

ないのですけれども、どうやって取り扱うかがいいのか、私には分かり

にくいです。 

一番分かりにくいのは、その空間スケールがどういうふうに設定され

ているのかが分かりにくくて、読んでみるとこの事業地域を含む広域の

ネットワークの中での事業地域の位置づけみたいな文脈で言われている

ところと、その地域の中での要素間の繋がりでのネットワーク構造とい

うのを想定しながら書かれている部分が混在しているようなイメージが

あるのですけれども、その辺いかがでしょうか。それを明示しないと、

具体的にどうやって手を動かしていればいいのかと事業者が分かりにく

いのではないかと思いました。 

【奥 会 長 】 ありがとうございます。 

別紙３のところに説明があるかということですね。別紙３の１ページの

中ですね。 

【酒井委員】  （別紙３の１ページの）真ん中を見ると、「（１(1)環境影響評価の対

象）イ」緑地に及ぼす影響のところに、「対象事業実施区域及びその周辺

に存在する緑地に構成されるエコロジカルネットワークへの影響を含

む」と書いてある。だから明示的には書かないけれども、どこかに「別
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表１の地域の概況を踏まえた上で」というような記載もあったので、例

えば、本当に広域的に考えると、武蔵丘陵から三浦、房総丘陵に抜けて

いくそのコリドーの中で、地域のその位置は非常に重要な位置であると

かいうような意味でのネットワーク上の位置という捉え方もできる。 

でも、もう少し細かいこともいろいろしたらと書いてあるので、それ

もはっきりとは書いてないのだけれども、事業実施区域の中でどういう

ふうに、例えば植桝をどういうふうに配置しましょうとかいうような、

そういう意味でのネットワークという文脈で書いている部分もあるとい

うことなのですけれど。 

【奥 会 長 】 事務局の方で、お答えありますか。おそらく本来的には事業者の方が

事業特性を踏まえて考えてください、ということになるのだと思うので

すが。 

【酒井委員】  そうなのです。だから捉え方にいろいろあって正解なのでしょうけれ

ども、それにしてもそこの考え方自体からお任せになってくると、こち

らとのイメージとの擦り合わせを、まず最初にやらないといけないみた

いな話になるので、少し明文化した方が良いのではないかと思いまし

た。 

【奥 会 長 】 事務局、どうぞ。 

【事 務 局 】  今回エコロジカルネットワークについて取り上げるに当たって、空間

スケールの設定について、なかなか記載ができないというところは、酒

井委員の御指摘のとおりで難しいものだなと考えているところでござい

ます。 

ただ、本市の条例におきまして、対象事業としているものにつきまし

ては、例えば面的開発事業のような広い範囲について開発行為等が行わ

れるものと、高層建築物のような対象事業実施区域がかなり限定的なも

のというところで、かなりスケール感がいろいろあるというところの中

で、どう記載したら良いか悩んできたところでございます。 

奥会長からも御発言いただきましたけれども、事業特性とか、あとは

地域特性も含めて、その辺りについてはそれぞれの事業の中で事業者が

どのような影響を及ぼすのかという視点で、検討していっていただきた

いと考えているところではございますけれども、概念としましてはエコ

ロジカルネットワークというものは今後重要性が増すのではないかと考

えまして、今回記載をさせていただいているというところでございま

す。 

【酒井委員】  もちろん重要性は分かっているのですけれども。それで空間スケール

について悩ましいことは分かるけれども、逆にそういういろいろな考え

方があると書かないと、エコロジカルネットワークとはどういう空間ス

ケールのものを指して言うのかというところで、まず事業者は悩まなけ

ればならないということだと思います。 

割と点的な高層建築物についても、例えば横浜の港湾部の完全に開発

されたところにあって、そうすると例えば広域的に見たときに、１本で

も木があれば、そこが何か鳥の止まり木として重要であるみたいな、そ

れもちょっと引いて足しての議論することができるし、先ほどと同じ

話、もう少し水の浸透を考えた植桝の配置とかいったようなエリア内の

本当に微細なネットワークというのもあろうと。 
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つまりネットワークというものの概念にどういうものを含んでいるの

かという、いろいろな考え方があっていいけれども、そういうふうに今

いろいろな空間スケールでもってネットワーク構造というのはあり得

て、それでどこを重点的に取り上げるのかというのは、それは事業者に

おまかせもいいかもしれません、事業者の着眼点。でもそれを言ってあ

げるし、アイディアを導くような書き方をしてあげるべきだし、それを

どこに着目したのかということを説明してもらわなければ話がかみ合わ

なくなるかと思います。 

こちらからもいろんな可能性があるのだということを言うし、事業者

の方からもどういうことを取り上げたのかということを説明してもらう

ようにしてもらうというのが大事かなと思いました。 

【奥 会 長 】 ありがとうございます。今のお話との関連でいうと、この項目を選定

する事業の考え方のところとのセットで、これを見なければいけないの

で、今、酒井委員がおっしゃったような、例えば高層建築物の建設だけ

だと、おそらくそのエコロジカルネットワークを論じようにも、なかな

かそれが難しいので、ここはそれなりに緑地が面的に、そもそも存在す

る場合、「（１(2)項目選定する事業の考え方）ア（既存の緑地が 300 ㎡以

上存在する場合）」「イ（緑地の合計が 300 ㎡以上になる場合）」とあっ

て、「ウ」には面積は書いていませんけれど、「緑地への影響が予想され

る場合」ということで、一応この「ア」「イ」「ウ」でそれなりのスケー

ル感というのは、示しているということだと思うのですけど。 

【事 務 局 】  酒井委員、御意見ありがとうございます。事業者の方が空間スケール

の設定についてどのように着目したのかというところ、説明をどのよう

にしていったらいいのか、事業者が分かりづらいのではないかというよ

うな御指摘かと思います。 

今、奥会長から御示唆いただいたように、「１（2） 項目選定する事業

の考え方」の「ア」と「イ」のところで、まず「ア」のところで「既存

の緑地が 300 ㎡以上ある場合」と、「イ」の方で「対象事業の実施によ

り、対象事業実施区域内の緑地の合計が 300 ㎡以上となる場合」、新たに

緑地が設けられる場合をイメージしているものですけれども、ボリュー

ム感としましては 300 ㎡を１つの目安として、そのボリューム感の中

で、どのようなエコロジカルネットワークが形成されているのか、ない

しはされるのかというようなことを前提としては組み込んでいたところ

でございます。 

【酒井委員】  エコロジカルネットワークというのは、その事業実施区域内の話なの

ですね。 

【奥 会 長 】  とは限らない。 

【事 務 局 】  項目選定するに当たって、まず事業実施区域内にその緑地がどの程度

あるかということは、300㎡としているところでございますけれども、緑

地が構成するネットワークについては、そこからのその周辺というもの

も踏まえなければいけないと考えているところでございます。 

【酒井委員】  取り上げるかどうかというところに 300 ㎡というので、点的な高層建

築物というのは例として適切ではないというのは分かりました。 

でも、その当初の問題には答えていただけていなくて、横浜市あるい

はもっと広域なスケールで見たときのネットワーク構造の中での地域の
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その位置づけというその重要性を述べるという意味でのそういう空間ス

ケールでネットワークを指しているのか、それともその事業実施区域内

での緑地の配置といった意味でのネットワークを指しているのかという

のが曖昧。両方書かれているということを敢えて放置するという意味が

分からない。 

【奥 会 長 】  両方が重要だということであれば、それがしっかりと分かるように書

いて、と。 

【酒井委員】 両方の考え方の捉え方があり得ると、両方取り上げるという意味も、

そういう言い方もできるかもしれないし、両方の取り上げ方があるとい

う言い方もできるかもしれない。どちらかの取り上げ方で、重要だと思

う方を取り上げるという言い方もあるかもしれない。 

【奥 会 長 】 では、今いただいた御意見も踏まえて、横浜市としての考え方を。 

どうぞ、横田委員。 

【横田委員】 ありがとうございます。酒井委員のおっしゃるとおり、おそらく調査

項目の優先順位みたいなものをきちんと出すということが分かりやすさ

に繋がるのかと思います。 

エコロジカルネットワークは、やはりダウンスケールして考えていく

アプローチが大事ではないかと思うのです。もちろんマルチスケールな

のですけれども。後から何か周辺との繋がりを考えるのではなくて、ま

ず広域的に見たときに事業地の位置づけを明確にするというところから

入って、中の構成要素がどう繋がるべきなのかというような、ダウンス

ケールがきちんと見えるということを分かりやすく示せば、今の議論は

少し通りが良くなるかと思っています。 

最初に（（「２(1)調査項目 ア」で）「「緑地面積の状況」から入ってし

まっているので、ちょっと複雑に感じてしまって、「ウ」の中で(ｲ)に

「対象事業実施区域の緑地の位置づけを把握する」とあるのですけれど

も、その位置づけの把握から入っていくと、分かりやすいのではないか

と思います。少し広域的な観点から、まず位置づけを把握して、この中

で緑地の面積の状況はどうなのか、そういうようなアプローチにしては

どうかと思いました。以上です。 

【奥 会 長 】 今の御意見も参考に整理の方を進めていただければと思います。 

今の点はよろしいでしょうか。事務局、どうぞ。 

【事 務 局 】  御意見、ありがとうございます。空間スケールの部分が曖昧だという

ところにつきまして、酒井委員の御意見と横田委員の御意見を踏まえま

して、「１ 環境影響評価の対象」のところから「２ 調査」も含めて、

可能な限り分かりやすく記せるように検討させていただければと思いま

す。 

【奥 会 長 】  ありがとうございます。 

それでは、藤井委員、田中修三委員でお願いいたします。 

【藤井委員】  細かいところも含めてなのですけれども、今日説明いただいた資料の

中に出てくる言葉で、「生育生息」という言葉と「生息生育」という言葉

が混在しています。実際の技術指針を全部見ていくと、おそらく「生息

生育」に統一されているとは思うのですけれども、それを再度確認して

おいていただきたいというのが１点。 

もう１点は調査項目等を挙げたり、時期とか期間を挙げていただいて

いるのは、とても良いことだと思うのですけれども、調査をする人たち
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が悩むことの１つというのは、おそらく調査の量で悩むと思うのですよ

ね。目標達成するためにどれくらいやらなきゃいけないのかというとこ

でまず悩むと思うので、どこかに何か一言、「目標達成のために適切な量

を検討する」みたいな文言があれば良いのかなと思いました。逆に入っ

ていれば、簡易な調査でも良いというふうに捉えられても困るので、目

標達成のために適切な調査量についても言及していただけると良いなと

思いました。以上です。 

【奥 会 長 】  いかがでしょうか、事務局。 

【事 務 局 】 ありがとうございます。 

まず「生息生育」の記載につきましては、藤井委員から御指摘のとお

り「生息生育」の順が正しいかと思いますので、改めて記載の方は確認

させていただきます。 

また、もう一点ですね。適切な調査の量というところですけれども、

今回は別記で説明をさせていただきましたが、予測評価に必要な調査の

内容、量につきましては、全般に関わる部分ではないかなということも

ありますので、本編と別記を含めまして、そのような適切な調査が行わ

れるように記載しているかどうか、するかどうかということについて、

再度検討させていただければと思います。 

【奥 会 長 】 お願いいたします。 

田中修三委員、お待たせいたしました。お願いいたします。 

【田中修三委員】 私の方からは、水循環について質問といいますか、確認したいことが

あります。 

スライドの 16 ページの「１(2)項目選定する事業の考え方 イ」で

す。「工事に伴い、河川・水路の整備や改廃、水域の埋立て等を行い」と

書いてあるのですけれども、この表現からすると当初予定していた工事

をやって、それに伴って別途何か河川水路の整備とか改廃、あるいは水

域の埋立てが必要になってきて、その工事が行われる場合と受け取るこ

ともできますので、「工事に伴い」というよりも、「工事において」とい

うことではないでしょうか。「工事において」、その具体的な例として、

河川水路の整備や改廃、水域の埋立てを行うと水循環に影響を及ぼすお

それがあるので評価が必要になってくるという意味だと思いますので、

「工事において」とされた方が、間違いがないのではないかと思います

がいかがでしょうか。 

【奥 会 長 】  いかがでしょうか。 

【事 務 局 】  水循環の「１(2)項目選定する事業の考え方 イ」のところでございま

すけれども、「工事に伴い、河川水路の整備や改廃、水域の埋立て等を行

い」というところの御意見ですが、工事に伴ってこういった行為をする

場合という趣旨で書いているところでございますが、「工事において」と

いう方が、実際に工事という行為の中でこれらが行われるということに

なるかと思いますので、いただいた御意見を踏まえて、表現については

検討させていただければと思います。 

【田中修三委員】 それとその下（スライド 16 ページ、「１(2)項目選定する事業の考え方 

ウ」）ですが、「存在・供用に伴い、地下構造物の設置～」とあるのです

ね。「地下構造物の設置」というのは、工事になるのではないかと思うの

ですけれども、工事が終了して、地下構造物等の存在や供用の段階で、
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新たに地下構造物を設置するというふうにとられてしまうのですけれど

も。おそらくそうではないと思いますので、少し表現を変えた方がよろ

しいのではないかと思いますが、いかがでしょうか。 

【事 務 局 】  同じくこちら「１(2)項目選定する事業の考え方 ウ」のところでござ

いますけれども、工事に伴って、一時的な土留め壁等を構築する場合と

いうもの、例えば矢板のようなもので一時的に遮断する場合というの

は、あくまで一時的なものというところもございますので、ここでイメ

ージしていたのは、残置されるというかその目的物として地下構造物を

設置した場合という観点で書かせていただいていたところなのですけれ

ども、こちらにつきましては工事もあわせて同様に含めた方が良いとい

うことでよろしいでしょうか。  

【田中修三委員】  地下構造物の設置ではなくて、おそらく地下構造物の存在ということ

ですか。 

【事 務 局 】  そうです。今、イメージしているものは一時的なものではなくて、恒

久的に地下構造物が存在する場合というイメージでございます。 

【田中修三委員】 設置というと、新たな工事を思い浮かべてしまいます。同じようなこ

とが（スライド）18 ページを開いていただけますか。同じく存在・供用

時のところですね。（「６(2)存在・供用時 ア」の）「洪水又は流量調整

地、調整池等の設置」と書いてあるのですが、設置というのは工事にな

ろうかと思うのです。やはりここも「洪水又は流量調整地、調整池等の

存在」ということではないかと思います。 

それと、「（６(2)存在・供用時）イ」もそうですね。排水路等の整備と

いうとこれは、当初の工事では予定されていなかったけれども、存在・

供用時にあたり必要になった排水を整備するという意味でしょうか。こ

れはやっぱり存在ということですか。 

【事 務 局 】 そのとおりです、工事中に関しては工事に伴うものをイメージしてお

りまして、「６(2)存在・供用時」の方につきましては、最終的に存在す

ることになる施設というイメージでございます。 

ですので、例えば「（６(1)）工事中 イ」の排水路等の整備等と「（６

(2)存在・供用時） イ」の排水路等の整備というところでは、考え方と

しましては、工事中の方は仮設の排水路等が整備される場合を想定して

おりまして、存在・供用時の方につきましては、排水路を目的とした整

備が行われるというようなところなので、少し分かりづらさがあるの

で、表現についてはまた検討させてください。 

【田中修三委員】 それと同じことなのですが、次の「（６(2)存在・供用時）ウ」です

が、「雨水の地下浸透施設等の措置」と書いてある。措置という言葉をい

くつか使っているのですけれど、地下浸透施設等の措置というのは具体

的にはどういうことでしょうか。運転ということですか。供用というこ

とか。 

【事 務 局 】 この辺り、再度整理させていただけないでしょうか。工事中と存在・

供用時でもう少し分かりやすく検討させてください。よろしくお願いし

ます。 

【田中修三委員】 お願いいたします。以上です。 

【奥 会 長 】 ありがとうございます。全体を通じて御検討いただく必要があります

ね。この措置とか設置とかという表現で意味が通じるかどうかという点



16 

 

について。 

【事 務 局 】 承知いたしました。 

【奥 会 長 】 田中修三委員、よろしいでしょうか。 

【田中修三委員】 結構です。 

【奥 会 長 】 ありがとうございます。 

宮澤委員、どうぞ。 

【宮澤委員】 意見です。別紙２別記の生物・生態系の３ページの(2)調査方法等の

(ｴ)調査方法のところで、上瀬谷の時にもあったのですけど、地元住民や

地元 NPO のヒアリングというのをできれば、必要的じゃなくて原則的に

したいというのが私の意見です。 

一番最後に必要に応じて専門家等へのヒアリングを行うとあります

が、この「等」の中に、地元の住民や地元 NPO と、これを入れるとい

う、しかもそれは必要に応じてではなくて、基本的に原則として入れた

いということが私の意見です。あの時にも結構、後で大事な情報が地元

住民から出ていましたので、そこで入れたいということが意見です。で

すので、ここの表現を少し工夫してもらえるとありがたい。 

【奥 会 長 】 原則とまで書くかどうかですが、必要に応じて専門家等、「等」の中に

入る。 

【宮澤委員】 基本的に明記してもらいたい。「等」ではインパクトが小さいですか

ら。それが私の意見です。 

【奥 会 長 】 今の御意見を踏まえてと言いますか、御意見がありましたので、事務

局の方で御検討いただけますか。どうするか。 

【事 務 局 】 調査方法の、「必要に応じて専門家等へのヒアリングを行う」のところ

の「等」の部分かと思うのですが、地元で活動する NPO 等にヒアリング

を行うことを原則としてという御意見と捉えてよろしいですか。地域で

活動されている方のヒアリングを必ず行うようにというような表現をす

るかどうかということで、御意見は承りましたので検討をさせていただ

ければと思います。 

【宮澤委員】 よろしくお願いいたします。 

【奥 会 長 】 酒井委員、どうぞ。 

【酒井委員】 水循環のところです。前から引っかかっていたのだけれども、循環と

いうのが循環していない。水循環と言葉で慣例的に言うのはわかるのだ

けれども、地球全体でみれば水は循環しているのはもちろんなのだけれ

ども、そうではなく、資料で言えば、別紙４（１ページ）の上から６行

目、「なお水循環とは」と定義が書いてある。「水が、蒸発、降下、流下

又は浸透により、海域等に至る過程で、地表水又は地下水として河川の

流域を中心に循環することをいう。」これを文字どおり、生態学的に正し

い言葉として理解すれば、かなり広域な、例えばミシシッピ川流域や利

根川流域とか言ってもギリギリで、そのぐらいであれば何とか循環と言

ってもいいのかなというぐらいの話。 

そういうスケールのことを今ここで言っているわけではなくて、素直

にこの文章を添削すると、「水循環とは、水が蒸発によって降下、流下又

は浸透により、地表水又は地下水として海域に至る過程を言う」と、そ

ういうのが正当かなと思うのですけれども、それでは言いたいことが骨

抜きになってしまう。この水循環という項目で、何を想定しているかと
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いうと、要するに水が様々な形態というか運動エネルギーを様々に変え

て、流れる場所、地表と地下と大体その組み合わせだと思うのだけれ

ど、それから流れる運動エネルギー、量、それの組み合わせでいろいろ

な形態をとりながら、水が流れていく様相。本当は、取り上げたいとこ

ろは、循環ではない。しかし、それを上手に水循環という言葉で定義す

ることによって、うまく表現できればいいはず。この定義のところで循

環することをいうと言ってしまうと、まさに循環論法というか、説明し

ていないのと同じになってしまうので、今、私が言ったようなことを上

手に盛り込めたらいいと思う。考えてみたのは、「水循環とは、水が蒸

発、降下、流下または浸透により、様々な地域を様々な状況で」。まだ工

夫の余地がある。「様々な地域、状況において地表水または地下水として

回帰に至る過程を言う。」とか。上から下に流れて下っていくというそこ

の対極的なところは、ごまかしようがない。循環しているわけではない

ですよね。だから、そこをいかに装飾して言いたいことに近づけるのか

というところ。 

ここで見たいのは、湧水がどうであるか、地下水がどうであるか、そ

ういう様々な形を伴って現れる水の様相についての影響を見たいという

ことなので、ましてや海も入っているので、流域というと海域がそこで

カバーできなくなるということもあって、ここの表現を工夫したらいい

のではないかと思いました。 

【奥 会 長 】 ありがとうございます。 

きちんと確認しておかなければいけないのは、この水循環とは云々と

いうこの文章は、水循環基本法の水循環の定義をそのまま持ってきてい

るのですね。同様に緑地の方も、別紙３ですかね、緑地の定義も都市緑

地法という法律がありまして、そこの緑地の定義をそのまま持ってきて

いるのです。なので、水循環でこの言葉は法律の定義そのままだという

ことであれば、それは根拠法をきちんと書いといていただいて。 

ただ、横浜市のアセスの制度でこの水循環として何を捉えてもらいた

いのかということについては、調査項目のところで、項目出しされてい

ますよね。ここで理解していただくということなのだろうと思うので

す。これは法律上の定義なので、あまり勝手に、文章をいじってしまう

ということは、それはそれでまた、横浜市独自に定義づけするというこ

とでいいのかという議論が必要かと思います。 

【酒井委員】 水循環は全球的な話なのですか。それならそれでいいのですけども。 

【奥 会 長 】 法律上の定義を持ってきているのであれば、そうですということをま

ず明らかにしておいてもらわないといけないと私はまず思うのです。 

【酒井委員】 そういう言い方もあるかもしれません。水循環というものを、科学的

にどのような言い方をするのではなくて、法律でどう言われているとい

う言い方で説明すると。それだったら確かに何々法に書いてあると書い

てもらわないと分からない。 

私が言ったのは、あくまでも科学的に水循環というのはどういうもの

なのかということを理解して話したつもりなのですが、そうではないと

いうことなのですね。 

【奥 会 長 】 ですので、事務局の方でそこをクリアにしていただきたいと思います

が、このなお書きは、どこから持ってきて、なぜここに入れたのかとい
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うところです。 

【事 務 局 】 奥会長から御説明いただいたとおりで、なお以下の水循環の定義につ

きましては、水循環基本法の定義から引用してきているところでござい

ます。（水循環基本）法に基づいて定義されたという記載はないですけれ

ども、（水循環基本）法の記載となっています。 

こちらを、あえて記載させていただいたのが、現行の水循環におきま

しては、河川等の流量ですとか、地下水の水位を項目の細目とおきまし

て、今まで予測評価が行われてきたというところがございます。河川等

の流量とか地下水位というものではなくて、その水循環の過程、水循環

系の部分を今回取り上げていきたいということであえて、水循環の定義

を書いたのですが、こちらについては横浜市独自の解釈というものをど

こまで記載できるかというところも、今御指摘のとおりで、なかなか難

しいものがあるというところがございまして、（水循環基本）法から引用

してきたというところでございます。 

【田中修三委員】 ちょっとよろしいでしょうか。 

【奥 会 長 】 はいどうぞ、田中修三委員。 

【田中修三委員】 今のところなのですが、この「水循環とは、水が、蒸発、降下、流下

又は浸透により、海域等に至る過程で、」ここまではいいのですが、その

後は、（水循環基本）法に基づく定義云々ではなくて、この技術指針が対

象としている項目といいますか、要素といいますか、を言っているので

はないかと思います。したがって「海域等に至る過程で、本指針（技術

指針）では」、技術指針のことですね、「本指針では地表水又は地下水と

して河川の流域を中心とした循環要素を指す」とか、そういう表現して

はいかがでしょうか。 

【奥 会 長 】 独自の、若干法律の文言とは、異なる表現をするかどうかということ

で、御提案ですけれども、そこをどうするか、やはり市の方ではしっか

り検討していただく必要があると思うのです。 

【事 務 局 】 酒井委員及び田中修三委員、御意見いただきましてありがとうござい

ます。 

水循環の項目の中にですね、実は海域まで現行でも含んでいるという

ところもありまして、なかなか限定的に書けないというところがあっ

て、苦肉の策みたいなところは正直なところございます。ただし、確か

に、このなお以下で記載するものについては水循環基本法で示しており

ます一般的なものというところがございますので、別記全体として、ど

のような水循環を対象にしているかということをどのように記載するか

ということに関しては、今一度、検討させていただきたいと思っており

ます。よろしくお願いいたします。 

【奥 会 長 】 では、定義づけする場合には、法の定義そのままでいくのか、もう少

し横浜市の考え方なり、この制度の趣旨に引きつけた表現にするのか、

そこは御検討いただくということと、法律上の定義を持ってくるのであ

れば、その根拠条文をきちんと示しておいていただく必要があると思い

ます。緑地の方もそうですね。 

生態系については、生態系の定義、あれは全くオリジナルの定義です

よね。法律上、生態系という言葉は定義づけしていないはずです。 

【酒井委員】 その生態系とは何ぞやと書いてあるところは、教科書どおりの文言で
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何も問題はないと私は思います。法律の記載はいらない科学的な話で、

問題ないと思います。 

【奥 会 長 】 それで大丈夫ですか。表現として確認をとっていただきたいのですけ

れども。 

【酒井委員】 問題ないです。大丈夫です。 

【奥 会 長 】 ここは評価の対象とする生態系とはというようにきちんと断ってあっ

て、ここではこのように捉えますということなので。 

【酒井委員】 生態系の定義のところも、科学的に正しい書き方がしてあって、生態

系のところは、分解者、消費者、生産者の組み合わせであるというよう

な言い方。それは全く正しいのだけれども、ただ、技術指針の中で分解

者は扱っていないので、私の指摘と整合しない。でも一般論として言葉

の説明をするところと、それから技術指針で対象とするものとしての説

明というのがないまぜになっているのは良くないですよね。一般的には

こう、ここではこういうことを扱うというふうに、２段構えになってい

ないと本来はおかしい。 

例えば、水循環にしても、（水循環基本）法というのはどのあたりの水

循環のスケールを指しているかわからないけれども、それでも、句点以

降は実は法的なものではないか、少なくとも海域に至る過程のところま

での話、あるいはその循環というのは全球的なレベル、地球全体で見れ

ばもちろん循環しているのは当然なので、そういうことを意味している

ということを書きつつ、ここで扱う項目が水循環で何を扱うのかという

ことの説明が一緒になっているので妙な感じがする。 

逆に生態系の部分については、一般論的な説明で終わっているという

ことが、一般の人には分かりにくい話になっている。 

【奥 会 長 】 ありがとうございます。 

確かにそうなのですね、法律上の定義はこうです、もしくは一般論で

はこうです。では、この技術指針ではどう捉えるのかというところ。そ

この部分がクリアになってない。 

【酒井委員】 作文の都合でどっちもありになっている。どういう書き方もありにな

っている。 

【奥 会 長 】 ありがとうございます。ということで事務局の方で、改めてそこも踏

まえて、どういう表現にするか御検討いただければと思います。 

【事 務 局 】 承知いたしました。 

【奥 会 長 】 時間がもう 16 時近くなってしまいましたけれども、どうしましょう

か。横田委員も手を挙げてらっしゃいますね。 

御説明のあった５項目、十分に御意見いただけていないと思うのです

が、どうしましょう。また続きを次回やるか、まだ今日できるところま

でやるか。他の委員の方も御都合があると思いますから、あとは会場の

都合もあると思います。確認させてください、時間について。 

【事 務 局 】 時間的にはまだ問題ないです。 

【奥 会 長 】 そうですか。まだといってもそんなに延々とやるわけにもいきません

ので。 

【事 務 局 】 30分は大丈夫です。 

【奥 会 長 】 他の委員の方は大丈夫ですか。とりあえず、あと 30 分以内には終わら

せるということで。 
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横田委員どうぞ。手を挙げてらっしゃいましたので、お願いします。 

【横田委員】 １番気になったのは、（スライド６ページ）「改定の考え方④」のスラ

イドの中のベスト追求型アセスの考えを踏まえるということで、この表

現をよくよく読みますと、改定案では「影響を最小限にとどめる水準」

となっていて、主語がない。仮に主語を「事業者が」と付けたときに、

この水準とはどのように見られるのだろうかどうかというところが、非

常に議論を呼ぶところになってくると思います。これまでは「著しい影

響が」と言って、これは環境側に主語があって、著しい影響の定義が必

要だったわけですけども、今回、「環境を」としてしまうと、難しくなっ

てくる部分が多いのではないか。 

それぞれの項目の環境保全目標を拝見すると、生物・生態系に関して

は両方入っていて、種が生息生育できる水準の場合と、生物・生態系へ

の影響を最小限にとどめる水準になっています。あえて「事業者が」と

いう主語を残しうるような形で目標設定しているのか。あるいは、私は

できるだけ環境を主語にした方が良いのではないかと思う方ですけれど

も、「影響を最小限にとどめる」よりは、「影響が最小限にとどまる」の

方が良いのではないかと思う。自然資本のための改定であれば、できる

だけ「影響が」にしていった方が良いし、状況が維持回復できる水準と

か、その方が客観性の高い議論により近くなるのではないかと思いまし

た。結構混在していて、水循環もそうですし、「環境を」の場合と「環境

が」の場合で、できるだけ「環境が」にしていった方が良いのではない

かが、私の意見です。 

【奥 会 長 】 ありがとうございます。 

今の御指摘も重要な点だと思いますので、全体をとおして整理を御検

討ください。 

【事 務 局 】 承知しました。 

【奥 会 長 】 ありがとうございます。ほかはいかがでしょうか。今日ご説明があっ

た項目についても、次回以降も審議する機会を持てますか。あと残りの

項目もありますけど。 

【事 務 局 】 本日いただきました御意見については、取りまとめのうえ事務局で再

度検討してまいります。その際に各委員個別に御相談させていただくよ

うになるのではないかと思っています。 

次回以降は、今回お示した５項目もさることながら、残りの別記につ

いてもまずは御説明させていただきたいと思いますので、どのタイミン

グで審査会に諮るかは、また事務局で検討させていただければと思って

いますので、よろしくお願いいたします。 

【奥 会 長 】 分かりました。今後の流れは、今説明していただいたということでよ

ろしいですか。もう少し説明はありますか。 

【事 務 局 】 スライドの一番最後のページになります。今回が、③の別記（事務局

案）についてで、「地球環境の保全」、「自然環境」、「廃棄物」の５項目を

やらせていただきました。残りの項目につきまして９月頃、御説明させ

ていただければと思っております。この９月の時点で、本日いただいた

意見についても、御説明可能な調整が済んでおりましたら、その際に、

時間等の都合等もございますが、改めて示させていただければと考えて

いるところでございます。 
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個別に、また委員の皆様には御相談させていただくことになるかと思

いますので、引き続きよろしくお願いいたします。 

【奥 会 長 】 よろしいでしょうか。今後の流れにつきましても。委員の皆様には、

また今後各項目に対して個別に御相談等あるかと思いますけれども、引

き続き御協力よろしくお願いいたします。 

では、本日の審議内容につきましては、会議録案で御確認いただきま

すようお願いいたします。 

では、非常に長時間に及んでしまいましたけれども、本日は以上をも

ちまして予定されていた議事終了いたしましたので、事務局にお返しい

たします。 

【事 務 局 】  本日の審議については終了いたしました。傍聴の方は御退出をお願い

いたします。 

 （傍聴者退出） 
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